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改定日：2020 年 12 月 25 日 

 

(目的) 

第 1条 この規程は、株式会社食環境衛生研究所(以下、「食環研」という。)が「動物の愛護及び管理

に関する法律」（昭和 48年法律第 105号）、「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進

するための基本的な指針」（平成 18年環境省告示第 140号）、「実験動物の飼養及び保管並びに

苦痛の軽減に関する基準」（平成 18年環境省告示第 88号）、「動物の殺処分法に関する指針」

（環境省告示）、「農林水産省の所管する研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指

針」（平成 18年農林水産省通知）、「実験動物生産施設等における動物福祉指針」（公益社団法人

日本実験動物協会制定）、及び「実験動物の安楽死処分に関する指針」（公益社団法人日本実験

動物協会制定）に基づき、動物実験を科学的観点及び倫理的な配慮の下に実施するために遵守

すべき事項等を定めるものである。 

 

(定義) 

第 2条 この規程において用いる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

1) 動物実験：動物を試験研究，検査，教育又は生物学的製剤の品質管理用あるいは製造その他の科

学上の利用に供することをいう。 

2) 動物実験施設：実験動物の飼育・管理及び動物実験を行う施設をいう。 

3) 実験動物：動物実験に供するために飼育又は管理するほ乳類、 鳥類、魚類及びその他の動物をい

う。 

4) 管理者：実験動物及び施設の管理、運営する責任を有する者で、機関の長（社長）である。 

管理者は、実験動物管理者に適切な動物実験が実施されるように管理させ、監督する。 

5) 実験動物管理者：実験動物試験の実施について管理責任を負う者をいう。 

実験動物管理者は、実験動物の導入に際し、必要に応じて適切な検疫、隔離飼育を行わせること

により、実験責任者、実験担当者、飼育管理担当者及び他の実験動物の健康を損ねることのない

ように努め、飼育環境への順化又は順応を図るための措置を講じる。また、実験終了時に際し、

適切な処置がなされるように努め、必要な措置を講じる。さらに、動物実験の実施が円滑に行わ

れているかを確認するため、自己点検を実施する。 

6) 実験（試験）責任者：動物実験計画を立案し、これを実施する責任者をいう。 

実験責任者には、原則として係長以上の者（理系 4大卒以上であって GLP業務に 2年以上従事し

た経験）を当てる。 

7) 実験（試験）担当者：実験責任者の下で動物実験に従事する者をいう。 

8) 飼養管理担当者：実験動物の飼育・管理に従事する者をいう。 

 

(管理者の責務) 

第 3条 管理者は、食環研における動物実験の実施に関する最終的な責任を有し、施設の維持管理、



 

動物実験委員会の設置、機関内規程の策定、手順書の策定指示、規程に基づく動物実験計画の

承認及び実施結果の把握、関係者への教育訓練、情報公開、その他動物実験の適正な実施のた

めに必要な措置を講じなければならない。 

2 動物実験委員会による、規程への適合性に関する点検があった場合は、全面的に協力する。 

 

(適用範囲) 

第 4条 この規程は、食環研において行われるすべての動物実験に適用され、遵守されなければなら

ない。 

 

(動物実験委員会) 

第 5条 この規程を適正に運用するために、動物実験委員会 (以下、「委員会」という。) を置く。 

2 委員会に関する事項は、別に定める。 

 

(実験計画の立案) 

第 6条 実験責任者は、動物愛護及び危害防止の観点から、代替法の利用、苦痛の軽減及び社会的影

響に配慮して実験計画の立案を行わなければならない。 

2 実験責任者は、動物実験の範囲をその目的に必要な最小限度にとどめるために適正な実験動

物の選択及び実験方法の検討を行うとともに、適正な動物実験に必要な飼育環境その他の条件

を確保しなければならない。 

3 実験責任者は、実験計画の立案に当たって、必要に応じて、実験動物管理者又は委員会（あ

るいは、実験動物の専門家）に助言及び指導を求め、動物の生命と福祉を尊重しつつ、適正な

実験の実施に努めなければならない。 

4 実験責任者は、立案した実験計画について委員会の審査を受けなければならない。 

 

(動物実験計画の承認) 

第 7条 実験責任者は、「動物実験申請書（様式 1）」及び「動物実験計画書（様式 2）」に必要事項を

記入し、管理者に提出しなければならない。 

2 委員会は、原則として実験動物の購入手続き開始前までに、承認の可否の審議を行い、管理

者に報告しなければならない。 

3 管理者は、委員会の報告を基に動物実験計画の承認の可否を決定する。 

 

(動物実験計画の変更の承認) 

第 8条 実験責任者は、動物実験計画の変更を行う場合には、直ちに「動物実験変更申請書」(様式 3) 

を管理者に提出しなければならない。 

2 委員会は、承認の可否の審議を行い、管理者に報告しなければならない。 

3 管理者は、委員会の報告を基に動物実験計画の変更の承認の可否を決定する。 

 

(動物実験中止の届出) 

第 9条 実験責任者は、動物実験を中止した場合には、直ちに「動物実験中止届」(様式 4) を委員会



 

経由で管理者に提出しなければならない。 

 

(動物実験終了の届出) 

第 10条 実験責任者は、動物実験を終了した場合には、直ちに「動物実験終了届」(様式 5)を委員会

経由で管理者に提出し、実施結果を報告しなければならない。 

 

 (実験動物の検収及び検疫) 

第 11条 実験責任者は、実験動物の搬入に当たって、食環研の職員及び他の実験動物への感染又は汚

染を防止するために、決められた場所で実験動物の健康状態等に関する検収及び検疫を行わな

ければならない。 

2 実験責任者は、実験動物の検収及び検疫を実験担当者又は飼養管理担当者に依頼することが

できる。 

 

(実験動物の飼育管理等) 

第 12条 動物飼育の施設・設備、飼育条件及び輸送する場合の条件は、実験動物学及び動物福祉の観

点から適切なものでなければならない。 

2 実験担当者及び飼養管理担当者は、協力して適切な施設・設備の維持管理に努めるととも

に、搬入から実験終了時までの期間、実験動物の状態を常に観察し、必要に応じて適切な処置

を施さなければならず、また実験動物への適切な給餌、給水等の飼育管理を行わなければなら

ない。 

 

(実験操作) 

第 13条 動物実験は整備の行き届いた専用区域内で行われなければならない。 

2 実験責任者は、実験動物の取扱いにあたり、動物福祉の観点から、実験の目的に支障を来さ

ない範囲で麻酔を施すなど、実験動物に無用な苦痛を与えないよう配慮しなければならない。 

 

(安全管理上の配慮) 

第 14条 実験責任者は、物理的若しくは化学的に危険な物質又は病原体等を取り扱う動物実験の場合

には、人の安全を確保することはもとより、飼育環境の汚染により実験動物が障害を受けない

よう、十分に配慮しなければならない。 

2 実験責任者は、動物実験において、飼育環境の汚染が発生した場合には、直ちに管理者に報

告し、汚染の拡大防止のための適切な処置を施さなければならない。 

 

(実験動物の処分) 

第 15条 第 1条の安楽死処分に関する指針に準拠して、出来る限り苦痛の少ない方法をもって動物を

処分する。 

2 実験責任者は、実験動物の死体を廃棄する場合には、関連する標準操作手順書に則り、感染

又は汚染を防止するための適切な処理を行い、他の実験動物へ影響すること及び人の健康や生

活環境が損なわれることがないよう努めなければならない。 



 

 

(点検) 

第 16条 管理者は、動物実験の実施に関する透明性を確保するため、定期的に、食環研で実施された

動物実験および動物飼育施設について、点検を行う。 

 

(外部委託) 

第 17条 食環研が外部の試験施設に動物実験を含む試験を委託する場合は、本規程を準用することを

基本とする。また、動物実験を含む試験を委託する場合は、本規程を準用するか否かを委託機

関と協議のうえ決定する。 

 

（情報公開） 

第 18条 管理者は年に一度の自己点検終了後しかるべき時に，食環研における動物実験の実施状況に

ついて食環研のホームページに公開する。公開する内容には，以下の点が含まれるものとす

る： 

① 動物実験実施規程 

② 自己点検評価の結果 

③ 外部検証の結果 

④ 飼養及び保管の状況（動物種，施設） 

 

（その他） 

第 19条 生活環境の保全：施設及び施設周辺の生活環境の保全，共生に留意する。 

2 カルタヘナ法、外来生物法等の適用をうける動物実験の取扱いは、法の定めに従い、適正に

実施する。 

3 麻酔薬や向精神薬等の取扱に際しては、関連法規に基づいて適正に実施する。 

 

（規定の改定） 

第 20条 本規定の改廃は、動物実験委員会の審議を経て管理者が承認する。 

 

 

附則 

1. この規定は平成 21年 4月 1日より施行する。 

2. この規定は平成 25年 7月 1日に改定する。 

3. この規定は 2015（平成 27）年 2月 2日に改定する。 

4. この規則は 2015年 12月 1日に改定する。 

5. この規則は 2017年 4月 7日に改定する。 

6. この規則は 2018年 4月 2日に改定する。 

7. この規則は 2018年 12月 7日に改定する。 

8. この規則は 2020年 12月 25日に改定する。 

 


